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１．研究計画の概要 
	 本研究は、団体訴訟の実体法的基礎を明
らかにすることを目的としている。具体的
には、2006年に成立した消費者契約法の改
正を通じて導入された消費者団体訴訟制度
の民事実体法的基礎について、損害賠償請
求権の可能性も視野に入れて理論的に構築
することが直接の目標となる。 
 
２．研究の進捗状況 
（1）平成 20年度には、民法理論において団
体訴訟制度を体系的・内在的に位置づけるた
めの考察を行った。この考察は、社会におい
て自律的に形成された秩序としての私法秩
序に含まれる規範が存在する場合には、その
規範に基づいて強制力を通じて実現される
ことの認められる法的地位を権利と表現し、
それを国家の強制力の発動の基準にしなけ
ればならない、との理論的枠組みを前提にお
いて行った。その結果、集合的・公共的利益
に対する私法上の権利を、社会において自律
的に形成された規範に基づいて認めること
は民事実体法理論として否定することはで
きないが、団体訴訟制度の民事実体法的基礎
となる規範が社会において自律的に形成さ
れていると捉えることは困難であることと
の帰結に至った。この帰結は、団体訴訟制度
を民事実体法理論によって基礎づけるため
には、自律的な規範の吸い上げと政策的考慮
とをどのように関連づけるのか、という問題
が重要な意味を持つことを示している。 
 
（2）平成 21年度には、行政法理論の見地か
ら考察を行った。現行の消費者契約法によっ
て定められている消費者団体訴訟制度にお
いては、適格消費者団体の認定につき厳格な

基準が設けられていることから、実際の運用
も厳格に行われるならば、規制の民営化の一
環として認定を受けた少数の適格消費者団
体を利用するという側面が前面に出てくる
との指摘がなされている。また、適格消費者
団体となるためには、内閣総理大臣の認定を
受けなければならない（消費者契約法 13条 1
項及び同 2項）。さらに、2008年の消費者契
約法等の改正によって、不当景品類及び不当
表示防止法（景品表示法）と特定商取引に関
する法律（特定商取引法）に消費者団体訴訟
制度が導入された。この改正では、行政庁に
よる行政処分によって執行されてきた行政
規制の一部が、民事上の権利関係を規定する
観点から規定し直されている（例えば、景品
表示法 11条の 2など）。 
	 このような状況から、民事実体法理論に限
定した議論、あるいは行政法理論に限定した
議論のいずれかを単独で団体訴訟制度の実
体法的基礎とすることはできないことに加
えて、ただ単純に両者を形式的に重ね合わせ
ることによっても団体訴訟制度の実体法的
基礎を構築することはできないことが明ら
かになった。ここから、団体訴訟制度の実体
法的基礎を解明するためには両者の調和を
いかに図り、融合させることができるのか、
という視点からの考察が不可欠との前提が
導かれた。この前提を立ち、現在の制度に関
わる議論の整理と、その調和・融合のあり方
を検討した。 
 
（3）平成 22年度には、本年度は、団体訴訟
制度と憲法理論の関係、特に司法権の範囲に
関する問題について検討した。 
	 まず、司法権の範囲に関する近時の議論に
おいては、公益に対する団体訴訟も、立法に

機関番号：34419	 

研究種目：若手研究(B)	 

研究期間：2008～2011	 

課題番号：20730082	 

研究課題名（和文）団体訴訟の民事実体法的基礎‐民法・行政法・憲法からの複眼的アプ

ローチ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

研究課題名（英文）	 Verbandsklage	 und	 Zivilrecht	 

	 

研究代表者	 	 

宮澤	 俊昭（	 MIYAZAWA,	 Toshiaki	 ）	 

近畿大学・法学部・准教授	 

研究者番号：30368279	 

 
 



よるものであれば、裁判所法 3条 1項に言う
「特に法律の定めのある権限」として認めら
れるとされる。さらに、本研究においては、
集合的・公共的利益に対する権利が私法上正
当化されるのであれば、法律上の争訟として
司法権の範囲に含まれる可能性は認められ
る、との結論に達した。ただし、昨年度の研
究から、団体訴訟制度の実体法的な基礎は民
事実体法理論のみならず行政実体法理論も
融合させて構築させるべきとの結論が導か
れているため、私法上正当化されたからとい
って、団体訴訟を認めるために憲法理論から
立法は必要とされない、との結論は導き得な
い。そして、ここでは最判平成 14 年 7 月 9
日民集 56巻 6号 1134頁との関係が問題とな
る。この判決は、国又は地方公共団体がもっ
ぱら行政権の主体として国民に対して行政
上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争
訟として当然に裁判所の審判の対象となる
ものではない、とした。学説の殆どが批判す
るこの判例を前提とするならば、行政実体法
理論をも基礎において団体訴訟制度を構築
するのであれば、司法権の範囲との関係で、
憲法上、特別の立法が必要となる、との結論
が導かれる。なお、行政実体法理論との関係
では、「私人としての行政」という視点から
の憲法上の問題にも目を向けることが求め
られる。 
 
３．現在までの達成度 
	 ②おおむね順調に進展している。 
（理由） 
	 本研究においては、民法学、行政法学、憲
法学のそれぞれの見地からの検討を、本年度
までに行うことを計画していた。前述 2．に
おいて示した通り、これらの個別の検討は、
それぞれ行ってきたところである。 
 
４．今後の研究の推進方策	 
	 団体訴訟制度の立法過程における議論の
整理・検討、各個別法領域における議論を内
在的に理解するための検討、比較法的検討の
全てを総括し、団体訴訟の実体法的基礎につ
いての法領域を横断した総合的な考察を行
い、団体訴訟制度の民事実体法的基礎を理論
的に示す。ここでは、現在立法が検討されて
いる集団的消費者被害救済制度も対象に含
める。	 
	 
５.	 代表的な研究成果	 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線）	 
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